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特定荷主手続きフロー

特定荷主が⾏う必要のある⼿続は以下のとおりです。
届出、指定等の全ての⼿続は、原則として届出システムによりオンラインで⾏う予定としております。
届出システムの取扱いについては、準備ができ次第、公表いたします。


